
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  遺言による保険金受取人の変更               

Ｑ：父は、遺言で保険金受取人を兄弟２人

に均等に相続させると書いていました。保険

契約の受取人は長男になっており、遺言の内

容と違いますが、この場合の受取人はどうな

りますでしょうか？                                    

                                             

Ａ：兄弟２人が均等に相続することになり

ます。 

【解説】 

保険契約者は、保険金受取人を変更するこ

とができ、保険金受取人の変更は、遺言でも

できることとなっています。 

お尋ねの場合、保険証券では長男が保険金

受取人となっている保険を、遺言で兄弟２人

に均等に相続させると書かれていたとのこと

ですから、遺言によって受取人を兄弟２人に

変更し、割合は均等に分けるという趣旨だと

解されます。 

したがって、この場合には、長男は入金さ

れた保険金のうち半分を弟に交付しなければ

ならないことになります。 

なお、兄弟が取得した保険金は、みなし相

続財産となり、保険金の非課税規定(相続人１

人当たり500万円)が適用されることとなりま

す。 
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